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規

則

■群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
七
号

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に

対
す
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
条
第
四
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
係
る

資
料
の
提
供
等
の
求
め
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
八
号

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
十
九
号
中

「

を

算
定
対
象
期
間

収
入
充
当
額

算
定
率

積
立
額

」

「

最
低
給
付
額

に

算
定
対
象
期
間

収
入
充
当
額

算
定
率

積
立
額

」

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
四
十
九
号
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
九
号

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
七
中
「
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
一

項
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
八
中
「
第
十
八
条
の
二
十
九
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
二

項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
又
は
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
十
四
条
の
八
の
二

省
令
第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三
の
規
定
に

よ
る
申
請
は
、
障
害
児
通
所
支
援
・
障
害
児
入
所
支
援
変
更
指
定
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
九

号
の
十
三
の
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報



3

別記様式第２９号（規格Ａ４）（第１２条関係）

（障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費）支給申請書兼

利用者負担額減額・免除等申請書

児童相談所長 あて

次のとおり申請します。

申請年月日 年 月 日

フリガナ

生年月日 年 月 日
申 氏 名

個人番号：
請

〒
者

居 住 地

電話番号

生年月日 年 月 日
フ リ ガ ナ

支 給 申 請 に 係 る

児 童 氏 名 個人番号： 続 柄

療育手帳 精神障害者保健身 体 障 害 者

手 帳 番 号 番 号 福 祉 手 帳 番 号

保険者名及び番号＊
被 保 険 者 証 の

記 号 及 び 番 号 ＊

＊「被保険者証の記号及び番号」欄及び「保険者名及び番号」欄は、医療型障害児入所施設・

指定医療機関を希望する場合に記入すること。

サ 利用中のサービスの種類と内容等

障害福祉サービスー

ビ

ス 利用中のサービスの種類と内容等

の

障 害 児 通 所 支 援
利

用

状

況

申 申請する支援の種類・申請に係る具体的内容

請 □ 障害児入所支援
種

す 障

る 害 □ 指定発達支援医療機関
類

サ 児

入ー

ビ 所 具

ス 給 体

の 付 的

種 費 内

類 容

等

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報

申 □ Ⅰ 負担上限月額に関する認定（下記Ⅱの軽減措置適用前）

下記の区分の適用を申請します。

請 （当てはまるものに○を付ける。いずれにも当てはまらない場合は○を付けないこと。）

１．生活保護受給世帯

す ２．市町村民税非課税世帯に属する者であつて、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の

合計額が８０万円以下のもの

る ３．市町村民税非課税世帯に属する者であつて、２以外のもの

減 □ Ⅱ 医療型個別減免に関する認定

医療型障害児入所施設入所者（注１）であるため、医療型個別減免を申請します。

免

□ Ⅲ 特定入所障害児食費等給付費に関する認定（医療型施設は除く。）

の 障害児入所施設入所者（注２）であるため、特定入所障害児食費等給付費を申請します。

種 □ Ⅳ 生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、特例補足給付）に関する認定

生活保護への移行予防措置（□定率負担減免措置 □特例補足給付）を申請します。

類 ＊福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。

いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。

（注１）対象施設は、障害児入所給付費及び障害児入所医療費の対象となる入所施設

（注２）対象施設は、障害児入所給付費の対象となる入所施設

世帯全員の住民票の写しを添付すること。

寡婦（夫）控除等のみなし適用を申請する場合は、別紙を提出すること。

申 請 書 提 出 者 □申請者本人 □申請者本人以外（下の欄に記入）

申 請 者フ リ ガ ナ

との関係氏 名

〒

住 所

電話番号

（同意欄）

児童福祉法第５７条の４の規定に基づき、児童相談所が世帯の課税状況に関する調査を行うことに同意します。

□氏名（申請者） 印 □氏名（生計中心者） 印

□氏名（世帯主） 印
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（別紙）

寡婦（夫）控除等のみなし適用申請書

児童相談所長 あて

（申請者）住所
氏名 印 （自署又は記名押印）

私は、「障害児入所給付・障害児入所医療」費の支給に係る所得の額の計算において、寡婦（夫）控除等のみな
し適用を受けたいので、添付書類を添えて申請します。

※ 下記枠線内については、入所給付決定に係る児童の保護者又は入所給付決定に係る児童の保護者と同一の世帯
に属する方のうち、寡婦（夫）控除等のみなし適用の要件を満たす方が記載してください。

私は、所得を計算する対象となる年（前年（申請日が１月から６月までの間にある場合は、前々年））の

１２月３１日現在、次のいずれかに該当していることを申し立てます（該当番号を○で囲んで下さい。）。

１ 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていない者のうち、扶養親族又は生計を一にする子を有する者

２ １に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が５００万円以下である者

３ 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていない者のうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が

５００万円以下である者

※ 上記の「現在婚姻をしていない者」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含みます。

※ 上記の「子」は、総所得金額等が３８万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていな

い子に限ります。

私は、寡婦（夫）控除等のみなし適用に関して、群馬県が、寡婦（夫）控除等のみなし適用の対象者及び対

象となる子の所得の額、世帯の状況及び戸籍の内容を調査し取得した情報を要件の確認のために必要な範囲内

で利用することに同意します。

年 月 日 氏名 印 （自署又は記名押印）

【添付書類】

・寡婦（夫）控除等のみなし適用の対象となる者本人の戸籍全部事項証明書

・上記の「子」の所得証明書（総所得金額等が分かるもの）

※所得の額の計算に必要な書類として、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

【注意事項（必ずお読みください。）】

・字は、楷書ではつきり書いてください。

・生活保護受給者、市町村民税非課税者は対象外です。また、みなし適用を実施しても、結果として負担上限月

額等が変わらない場合があります。

・記載内容に虚偽があつた場合、寡婦（夫）控除等のみなし適用を取り消され、当該申請に基づき適用された自

己負担額の減額分の一部又は全額の返還を求められる場合があります。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第２９号の６（規格Ａ４）（第１４条関係）

（障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費）利用者負担額減額・免除等変更申請書

児童相談所長 あて

次のとおり申請します。

申請年月日 年 月 日

生 年 月 日
フリガナ

年 月 日
申

氏 名
受給者証番号請 個人番号：

者 〒
居 住 地

電話番号

生 年 月 日 年 月 日
フ リ ガ ナ

支 給 申 請 に 係 る

児 童 氏 名 個人番号： 続 柄

身体障害者 療 育 手 帳 精神障害者保健

手 帳 番 号 番 号 福 祉 手 帳 番 号

変 更 理 由

変 □ Ⅰ 負担上限月額に関する認定

更 下記の区分の適用（の変更）を申請します。

申 （当てはまるものに○を付ける。いずれにも当てはまらない場合は○を付けないこと。）

請 １．生活保護受給世帯

す ２．市町村民税非課税世帯に属する者であつて、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収

る 入の合計額が８０万円以下のもの

減 ３．市町村民税非課税世帯に属する者であつて、２以外のもの

免 □ Ⅱ 生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、特例補足給付）に関する認定

の 生活保護への移行予防措置（□定率負担減免措置 □特例補足給付）（の変更）を申請

種 します。

類 ＊福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。

いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。

寡婦（夫）控除等のみなし適用を申請する場合は、別記様式第２９号別紙を提出すること。

申 請 書 提 出 者 □申請者本人 □申請者本人以外（下の欄に記入）

申 請 者
フ リ ガ ナ

氏 名
と の 関 係

〒

住 所

電話番号

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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平
成

年
月

日
年

月

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
三
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

日
施
設
内

所
在
地

事
業
者
番
号

事
業
所
番
号

様
式
付
表
１
中
「

」
を
「

」
に

当
該
支
援

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該
支
援

、
改
め
、
「

」
を
削
り
、

定
款
又
は

「

看
護
師

専
従

兼
務

を
」

「

看
護
職
員

そ
の
他
の
従
業
者

専
従

兼
務

専
従

兼
務

に
改
め
、

」

定
款
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

障
害
児
通
所
給
付
費

「

」
、
「

（

）
」
及
び
「

、

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
請
求
に
関
す
る
事
項
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付表２ 児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く。）の指定に係る記載事項

受 付 番 号主として通わせる児童の障害の種別
（ ）
フ リ ガ ナ
名 称事

（郵便番号 － ）業
所 在 地 県 郡・市所

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）

住 所
管 氏 名
理 事業所等の名称
者

当該事業所の他の職務又は同一敷地

兼務する職種及び内の他の事業所若しくは施設の従業

勤務時間等者との兼務（兼務の場合に記入）

第 条 第 項 第 号実施主体が地方公共団体である場合は、当該支援の実施について定めてある条例等

児童発達 フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）
支援管理 住 所

氏 名責 任 者
障害福祉サービス経験者 児童発達支援管理責任者従業者の職種・員数 児童指導員 保育士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務
従業者数 常勤（人）

非常勤（人）
備考
基準上の必要人数（人）

機能訓練担当職員 言語聴覚士 嘱託医理学療法士又は作業療法士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務
従業者数 常勤（人）

非常勤（人）
備考
基準上の必要人数（人）

看護職員 その他の従業者
専従 兼務 専従 兼務

従業者数 常勤（人）
非常勤（人）

備考
基準上の必要人数（人）

設 備 指導訓練室 有 ・ 無
主な掲示事項

営業日
サービス提供時間（送迎時間を除く。）（① ： ～ ： ② ： ～ ： ）営業時間

利用定員 人
利用料
その他の費用
実施サービス 送迎サービス 有 ・ 無
その他参考となる事項 第三者評価の実施状況 している・していない

苦情解決の措置概要 担当者窓口（連絡先）

その他
協力医療機関 名 称 主な診療科名
多機能型実施の有無 有 ・ 無
一体的に管理運営される他の事業所

別添のとおり（登記簿謄本又は条例等、事業所平面図、経歴書、運営規程、障害児添付書類
等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、勤務体制・形態一覧表、設備・

備品等一覧表、協力医療機関との契約内容が分かるもの） 利用者負担の受領等に

関する保護者向け資料、内規他参考になるもの

（備考）
１ 「受付番号」「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。
２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。
３ 「主な掲示事項」欄には、その内容を簡潔に記載してください。
４ 「その他の費用」欄には、保護者等に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記載してくだ
さい。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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付表４ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項

受 付 番 号主として通わせる児童の障害の種別
（ ）
フ リ ガ ナ
名 称事

（郵便番号 － ）業
所 在 地 県 郡・市所

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）

住 所
管 氏 名
理 事業所等の名称
者

当該事業所の他の職務又は同一敷地

兼務する職種及び内の他の事業所若しくは施設の従業

勤務時間等者との兼務（兼務の場合に記入）

第 条 第 項 第 号実施主体が地方公共団体である場合は、当該支援の実施について定めてある条例等

児童発達 フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）
支援管理 住 所

氏 名責 任 者
障害福祉サービス経験者 児童発達支援管理責任者従業者の職種・員数 児童指導員 保育士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務
従業者数 常勤（人）

非常勤（人）
備考
基準上の必要人数（人）

機能訓練担当職員 言語聴覚士 嘱託医理学療法士又は作業療法士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務
従業者数 常勤（人）

非常勤（人）
備考
基準上の必要人数（人）

看護職員 その他の従業者
専従 兼務 専従 兼務

従業者数 常勤（人）
非常勤（人）

備考
基準上の必要人数（人）

設 備 指導訓練室 有 ・ 無
主な掲示事項

営業日
サービス提供時間（送迎時間を除く。）（① ： ～ ： ② ： ～ ： ）営業時間

利用定員 人
利用料
その他の費用
実施サービス 送迎サービス 有 ・ 無
その他参考となる事項 第三者評価の実施状況 している・していない

苦情解決の措置概要 担当者窓口（連絡先）

その他
協力医療機関 名 称 主な診療科名
多機能型実施の有無 有 ・ 無
一体的に管理運営される他の事業所

別添のとおり（登記簿謄本又は条例等、事業所平面図、経歴書、運営規程、障害児添付書類
等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、勤務体制・形態一覧表、設備・

備品等一覧表、協力医療機関との契約内容がわかるもの） 利用者負担の受領等に

関する保護者向け資料、内規他参考になるもの

（備考）
１ 「受付番号」「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。
２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。
３ 「主な掲示事項」欄には、その内容を簡潔に記載してください。
４ 「その他の費用」欄には、保護者等に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記載してくだ
さい。
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付表６ 居宅訪問型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項

受 付 番 号

フ リ ガ ナ
名 称事

（郵便番号 － ）業
所 在 地 県 郡・市所

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）

住 所
管 氏 名
理 事業所等の名称
者

当該事業所の他の職務又は同一敷地

兼務する職種及び内の他の事業所若しくは施設の従業

勤務時間等者との兼務（兼務の場合に記入）

第 条 第 項 第 号実施主体が地方公共団体である場合は、当該支援の実施について定めてある条例等

児童発達 フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）
支援管理 住 所

氏 名責 任 者
児童発達支援管理責任者従業者の職種・員数 訪問支援員

専従 兼務 専従 兼務
従業者数 常勤（人）

非常勤（人）
備考
基準上の必要人数（人）

設 備 専用の区画 有 ・ 無
主な掲示事項

営業日
営業時間 サービス提供時間
利用料
その他の費用
通常の事業の実施地域
その他参考となる事項 第三者評価の実施状況 している・していない

苦情解決の措置概要 担当者窓口（連絡先）

その他
多機能型実施の有無 有 ・ 無

別添のとおり（登記簿謄本又は条例等、事業所平面図、経歴書、運営規程、障害児添付書類
等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、勤務体制・形態一覧表、設備・

備品等一覧表、協力医療機関との契約内容が分かるもの） 利用者負担の受領等に

関する保護者向け資料、内規他参考になるもの

（備考）
１ 「受付番号」「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。
２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。
３ 「主な掲示事項」欄には、その内容を簡潔に記載してください。
４ 「その他の費用」欄には、保護者等に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記載してくだ
さい。

５ 「通常の事業の実施地域」欄には、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記載し
てください。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付してください。
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付表７

多○障害児通所支援事業所に係る多機能型による
事業を実施する場合の記載事項(総括表) その１

※多機能型事業実施時は各付表とこの表を併せて提出してください。

受 付 番 号

フ リ ガ ナ
名 称

事
（郵便番号 － ）

業
所 在 地

所

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
（注）多機能型による他の事業所については、下欄に記載すること。

フ リ ガ ナ
事 名 称
業 （郵便番号 － ）
所 所 在 地
２

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ

事 名 称
業 （郵便番号 － ）
所 所 在 地
３

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ

事 名 称
業 （郵便番号 ― ）
所 所 在 地
４

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ

事 名 称
業 （郵便番号 ― ）
所 所 在 地
５

連 絡 先 電 話 番 号 ＦＡＸ番号
フ リ ガ ナ （郵便番号 － ）

住 所
氏 名

管
理 当該事業所で兼務する他の職種（兼務の場合のみ記入）
者 他の事業所又は施設の従業 事 業 所 等 の 名 称

者との兼務（兼務の場合の 兼務する職種及び勤
み記入） 務時間等

無し 難聴 その他主たる対象とす 重症心身障害

る障害の種類

実施事業 児童発達支援 医療型児童 放課後等デイ 居宅訪問型児 保育所等訪問
サービス単位 発達支援 サービス単位 童発達支援 支援
有 無 有 無

主たる事業所
従たる事業所

定員（人） 合計 児童発達支援 医療型児童 放課後等デイ 居宅訪問型児 保育所等訪問
発達支援 童発達支援 支援

合計
主たる事業所
従たる事業所

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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付表７ その２

多○
受 付 番 号

従 業 者 の 職 種 ・ 員 数

医師（嘱託 児童指導員 保育士 看護職員児童発達支援 障害福祉サー

管理責任者 ビス経験者医含む。）

※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務専従 専従 専従 専従 専従 専従

従業者数 常勤（人）

合
非常勤

（人）
計
備考

基準上の必要人数(人)

主 従業者数 常勤（人）

た

る 非常勤

事 （人）

業 備考

基準上の必要人数(人)所

従 従業者数 常勤（人）

た

る 非常勤

事 （人）

業 備考

基準上の必要人数(人)所

言語聴覚士 機能訓練担 訪問支援員 栄養士 調理員理学療法士又

当職員は作業療法士

※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務専従 専従 専従 専従 専従 専従

従業者数 常勤（人）

合
非常勤

（人）
計
常勤換算後の人数(人)

基準上の必要人数(人)

主 従業者数 常勤（人）

た

る 非常勤

事 （人）

常勤換算後の人数(人)業

基準上の必要人数(人)所

従 従業者数 常勤（人）

た

る 非常勤

事 （人）

常勤換算後の人数(人)業

基準上の必要人数(人)所

そ の 他 の

従業者

※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務 ※兼務専従 専従 専従 専従 専従 専従
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従業者数 常勤（人）

合
非常勤

（人）
計
常勤換算後の人数(人)

基準上の必要人数(人)

主 従業者数 常勤（人）

た

る 非常勤

事 （人）

常勤換算後の人数(人)業

基準上の必要人数(人)所

従 従業者数 常勤（人）

た

る 非常勤

事 （人）

常勤換算後の人数(人)業

基準上の必要人数(人)所

（備考）

１ 「受付番号」「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。

２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

３ 児童発達支援又は放課後等デイサービスに単位を導入する場合には、適宜欄を設けて記載するか又は別

葉にサービス単位ごとの定員を記載してください。
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別記様式第２９号の１３の２（規格Ａ４）（第１４条の８の２関係）

受 付 番 号

障害児通所支援
変更指定申請書

障害児入所支援
年 月 日

群 馬 県 知 事 あて
申請者 所在地

（設置者）名 称
代表者 印

児童福祉法に規定する障害児（通所・入所）支援に係る変更指定を受けたいので下記のとおり関係書類を添
えて申請します。

フ リ ガ ナ
名 称

（郵便番号 ― ）申
主たる事務所の所在地 県 郡・市請

者
法 人 所 轄 庁（ 法人である場合その種別

連絡先 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号
設

フ リ ガ ナ置 代 表 者 の 職 ・ 氏 名 職 名
氏 名者

（郵便番号 ― ））

県 郡・市
代 表 者 の 住 所

フ リ ガ ナ
変
名 称更

指 （郵便番号 ― ）
定 施設又は事業所の所在地 県 郡・市
を
受

事業等の種別 様 式け
指 定 申 請 を す る 事 業 等 の
支 援 開 始 予 定 年 月 日

よ
う
と
す
る 同一所在地において行う事業等の種類 事 業 所 番 号
事
業
等
の
種 備 考
類

（備考）
１ 「受付番号」欄には記載しないでください。
２ 「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「一
般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記
載してください。

３ 「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
４ 「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をするもの及び既に指定を受けているもの
について事業の種類を記載してください。

５ 「事業所番号」欄には、申請を行う都道府県等において既に事業所としての指定を受け、番号が付番さ

れている場合に、その事業所番号を記載してください。複数の番号を有する場合には、適宜様式を補正し

て、その全てを記載してください。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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平
成

年
月

日
年

月

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
四
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、

日
定
款
・
寄
付
行
為
等
及
び
そ
の

「
障
害
児

入
所
・
通
所

給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
事
項

1
3

（

）

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

1
4

、

を

協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力

1
5
医
療
機
関
と
の
契
約
内
容

」

「

協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力

1
3

に
改
め
る
。

医
療
機
関
と
の
契
約
内
容

」

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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別記様式第２９号の１５（規格Ａ４）（第１４条の９関係）

廃止・休止・再開届出書

年 月 日

群 馬 県 知 事 あて

住所

事業者 （所在地）

氏名 印

（名称及び代表者氏名）

次のとおり支援の廃止（休止・再開）をしましたので届け出ます。

事業所番号

廃止（休止・再開）する施設 名 称

所 在 地

廃止・休止・再開した年月日 年 月 日

廃止・休止した理由

現に指定（入所・通所）支援を受けていた者に

対する措置（廃止・休止した場合のみ）

休止予定期間 年 月 日 ～ 年 月 日

(注）１ 支援の再開に係る届出にあつては、当該施設に係る職員の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異

なる場合には、勤務体制・形態一覧表を添付してください。

２ 再開の場合は、休止した事業を再開したときから１０日以内に届け出てください。

３ 廃止又は休止の場合は、指定通所支援事業を廃止又は休止をしようとする日の１月前までに届け

出てください。

４ 廃止又は休止の場合は、別紙を添付してください。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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（別紙）

当該指定（入所・通所）支援を受けていた者に関する一覧表

事業を廃止又は休止する場合に、現に、当該指定（入所・通所）支援を受けていた者について、記載してく

ださい。

氏 名 今後の支援の提供状況等

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

（備考）

「今後の支援の提供状況等」の欄は、支援を受けていた者が引き続き支援の提供を希望する場合、当該指

定（入所・通所）支援事業所等から支援の提供を引き継ぐ事業所等の名称を記載してください。また、引き

続き支援の提供を希望しない場合、支援を受けていた者の今後の予定等を記載してください。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
児
童
福
祉
法
施

行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
六
十
号

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平

成
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

当
該
事
業

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該

様
式
第
一
号
付
表
１
中
「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
「
（

」
を

事
業

定
款
・
寄
附
行
為
等
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

、

「
（
」
に
改
め
、
「

（

）
」
及
び
「

」
を
削

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、
、

り
、
備
考
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
共
生
型
居
宅
介
護
又
は
共
生
型
重
度
訪
問
介
護
の
申
請
の
場
合
は

次
の
書
類
の
提
出
を

、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

（

）

２
事
業
所
平
面
図

（

）

３
管
理
者
及
び
サ

ビ
ス
提
供
責
任
者
の
経
歴
書

（

）

ー

４
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

（

）

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・

様
式
第
一
号
付
表
１
―
２
中
「

」
、
「

（

、
、

財
産
目
録
等

役
員
名
簿

当
該

実
施
主
体
が

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
２
中
「

」
を
「

、

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該

定
款
・
寄
附
行
為
等
又
は

定
款

寄

」
に
改
め
、
「

」
、
「

、
、

」
、
「

（

）
」
及
び
「

」
を

附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、
、

当
該
事
業

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該

削
り
、
同
様
式
付
表
３
中
「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
「
（

」
を
「
（
」
に
改
め
、

事
業

定
款
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

、

「

（

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
備
考
８
を
次

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、
、

の
よ
う
に
改
め
る
。

８
共
生
型
生
活
介
護
の
申
請
の
場
合
は

次
の
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

、

す
。

１
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

（

）

２
事
業
所
平
面
図

（

）

３
管
理
者
及
び
サ

ビ
ス
管
理
責
任
者
の
経
歴
書

（

）

ー

４
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

（

）

当
該

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当

様
式
第
一
号
付
表
３
―
２
中
「

」
を
「

、

該
定
款
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照

」
に
改
め
、
「

」
、
「

」
、
「

（

、
、

表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

当
該
事
業

実

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
５
中
「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
「

」

施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該
事
業

定
款
・
寄
付
行
為
等
又
は

、

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・

を
削
り
、
「
（

」
を
「
（
」
に
改
め
、
「

（

、
、

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
備
考
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、

８
共
生
型
短
期
入
所
の
申
請
の
場
合
は

次
の
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

、

す
。１

登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

（

）

２
建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図

（

）

３
管
理
者
の
経
歴
書

（

）

４
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

（

）

５
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
が
わ
か
る
も
の

（

）

当
該
事
業
の

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当

様
式
第
一
号
付
表
６
中
「

」
を
「

、

該
事
業
の

定
款
・
寄
附
行
為
等
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資

」
に
改
め
、
「

」
、
「

」
、
「

、
、

（

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
７
そ
の

産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、

１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

当
該
事
業
の

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該
事
業
の

、

定
款
・
寄
附
行
為
等
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照

「

」
、
「

」
、
「

（

、
、

表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

定
款

寄
附

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
８
そ
の
１
中
「

、
、

」
、
「

（

）
」
及
び
「

」
を
削

行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、
、

当
該
事
業

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

り
、
同
様
式
付
表
８
そ
の
２
中
「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
９
か
ら
付
表

―
２
ま
で
の
様
式
中

当
該
事
業

定
款
又
は

10

当
該
事
業

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該
事
業

定
款

「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

、

」
、
「

」
、
「

（

）
」
及

又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

、
、

役
員
名
簿

当
該

実
施
主
体
が
地

び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表

及
び
付
表

―
２
中
「

」
を
「

、

11

11

」
に
改
め
、
「

」
、
「

」
、

方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該

定
款
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

、
、

「

（

）
」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
付
表

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、
、

及
び
付
表

―
２
中
「

」
を
「
※

」
に
、
「

（
」
を

定
款
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
又
は

と
お
り

12

12

、

と
お
り

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

役

「

（
※
」
に
改
め
、
「

（

）
」
を
削
り
、
「

、
、

）
」
を
「
）

「
※

」

」
に
改
め
、
同
様
式
付
表

―

員
名
簿

注
定
款

寄
附
行
為
等

は
Ａ
型
の
み

、

12

３
そ
の
１
中
「

」
を
「

」
に
改

当
該
事
業

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該
事
業

、

定
款
・
寄
附
行
為
等
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借

め
、
「

」
、
「

」
及
び
「

（

、
、

）
」
を
削
り
、
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

対
照
表
・
財
産
目
録
等

７
事
業
所
指
定
を
受
け
る
一
体
的
に
運
営
す
る
事
業
所
の
過
去
３
年
の
一
般
就
労
の
移
行
実

績
が
分
か
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

第９６３８号平成３０年９月２８日（金） 群 馬 県 報



24

当
該
事
業

実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

様
式
第
一
号
付
表

―
４
中
「

」
を
「

12

、

」
に
改
め
、
「

」
、
「

」
及
び
「

当
該
事
業

定
款
・
寄
附
行
為
等
又
は

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

、
、

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・
財
産
目
録
等

当
該
事
業

実

（

）
」
を
削
り
、
同
様
式
付
表

中
「

」
を
「

14

施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は

当
該
事
業
の
実
施

定
款
・
寄
附
行
為
等
の
条

」
に
、
「

、

文
条
例
等

定
款

寄
附
行
為
等
及
び

資
産
状
況

貸
借
対
照
表
・

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
、
「

（

、
、

）
」
及
び
「

」
を
削
る
。

財
産
目
録
等

役
員
名
簿

、

様
式
第
二
号
中

「

定
款
・
寄
附
行
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

6

（

）

当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

事
業
所

施
設

の
平
面
図
及
び
設
備
の
概
要

7

（

）

事
業
所

施
設

の
管
理
者
の
氏
名

生
年
月
日

住
所

8

（

）

、
、

及
び
経
歴

事
業
所
の
サ

ビ
ス
提
供
責
任
者
の
氏
名

生
年
月
日

9
ー

、
、

住
所
及
び
経
歴

事
業
所
の
サ

ビ
ス
管
理
責
任
者
の
氏
名

生
年
月
日

1
0

ー
、

、
住
所
及
び
経
歴

主
た
る
対
象
者

1
1

運
営
規
程

12

介
護
給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
事
項

1
3

1
4

を
役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

、

15

（

）

事
業
所
の
種
別

併
設
型
・
空
床
型
の
別

併
設
型
に
お
け
る
利
用
定
員
数
又
は
空
床
型
に
お
け
る
当

1
6
該
施
設
の
入
所
者
の
定
員

協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力

1
7
医
療
機
関
と
の
契
約
内
容

知
的
障
害
者
援
護
施
設
等
と
の
連
携
体
制
及
び
支
援
の
体

1
8
制
の
概
要

当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
予
定
年
月
日

1
9

併
設
す
る
施
設
が
あ
る
場
合
の
当
該
併
設
施
設
の
概
要

20

同
一
敷
地
内
に
あ
る
入
所
施
設
及
び
病
院
の
概
要

2
1

指
定
地
域
移
行
支
援
又
は
指
定
地
域
定
着
支
援
の
提
供
に

2
2
当
た
る
者
の
氏
名

生
年
月
日

住
所
及
び
経
歴

、
、

」

「

※
定
款
・
寄
附
行
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例

（

）

6
等

当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

定
款
・
寄
附
行
為
等

は
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業

※
「

」

所
の
み

事
業
所

施
設

の
平
面
図
及
び
設
備
の
概
要

7

（

）

事
業
所

施
設

の
管
理
者
の
氏
名

生
年
月
日

住
所

8

（

）

、
、

及
び
経
歴

事
業
所
の
サ

ビ
ス
提
供
責
任
者
の
氏
名

生
年
月
日

9
ー

、
、

住
所
及
び
経
歴

事
業
所
の
サ

ビ
ス
管
理
責
任
者
の
氏
名

生
年
月
日

1
0

ー
、

、
住
所
及
び
経
歴

主
た
る
対
象
者

1
1

運
営
規
程

12

に
改
め
る
。

1
3

（

）

事
業
所
の
種
別

併
設
型
・
空
床
型
の
別

併
設
型
に
お
け
る
利
用
定
員
数
又
は
空
床
型
に
お
け
る
当

1
4
該
施
設
の
入
所
者
の
定
員

協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力

1
5
医
療
機
関
と
の
契
約
内
容

他
の
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
携
体
制
及
び

1
6

ー
支
援
の
体
制
の
概
要

連
携
す
る
公
共
職
業
安
定
所
等
の
名
称

1
7

併
設
す
る
施
設
が
あ
る
場
合
の
当
該
併
設
施
設
の
概
要

1
8

同
一
敷
地
内
に
あ
る
入
所
施
設
及
び
病
院
の
概
要

1
9

指
定
地
域
移
行
支
援
又
は
指
定
地
域
定
着
支
援
の
提
供
に

20
当
た
る
者
の
氏
名

生
年
月
日

住
所
及
び
経
歴

、
、

」

様
式
第
四
号
中

※
１
０

申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は

記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
と
す

「

、

を
」

る
こ
と
。
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※
１
０

申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は

記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
と
す

「

、

に

る
こ
と
。

１
１

自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
係
る
所
得
の
額
の
計
算
に
お
い
て

寡
婦

夫
控

※

（

）

、

」

除
の
み
な
し
適
用
を
申
請
す
る
場
合
は

別
紙
を
添
付
す
る
こ
と

、
。

改
め
、
同
様
式
に
次
の
別
紙
を
加
え
る
。
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（別紙）

年 月 日

自立支援医療における寡婦（夫）控除等のみなし適用申請書

群馬県知事 あて

（申請者）住所

氏名 印 （自署又は記名押印）

私は、自立支援医療費の支給に係る所得の額の計算において、寡婦（夫）控除等のみなし適用を受けたいので、
添付書類を添えて申請します。

※ 下記枠線内については、受診者・受診者の保護者（受診者が１８歳未満の場合に限る。）・受診者と同一保険
の加入者のうち、寡婦（夫）控除等のみなし適用の要件を満たす方が記載してください。

私は、所得を計算する対象となる年の１２月３１日現在、次のいずれかに該当していることを申し立てます

（該当番号を○で囲んで下さい。）。

１ 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていない者のうち、扶養親族又は生計を一にする子を有する者

２ １に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が５００万円以下である者

３ 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていない者のうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が

５００万円以下である者

※ 上記の「現在婚姻をしていない者」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含みます。

※ 上記の「子」は、総所得金額等が３８万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていな

い子に限ります。

私は、寡婦（夫）控除等のみなし適用に関して、群馬県及び県内各市町村が、寡婦（夫）控除等のみなし適

用の対象者及び対象となる子の所得の額、世帯の状況及び戸籍の内容を調査し、取得した情報を要件の確認の

ために必要な範囲内で利用することに同意します。

年 月 日 氏名 印 （自署又は記名押印）

【添付書類】

・寡婦（夫）控除等のみなし適用の対象となる者本人の戸籍全部事項証明書

・上記の「子」の所得証明書（総所得金額等が分かるもの）

※「自立支援医療費支給認定申請書」の添付書類等で確認できる場合は、提出は不要です。

※所得の額の計算に必要な書類として、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

【注意事項（必ずお読みください。）】

・字は、楷書ではっきり書いてください。

・本申請書は、自立支援医療費の支給に係る所得の額の計算に当たって、寡婦（夫）控除のみなし適用を行う

ためのものです。

・生活保護受給者、市町村民税非課税の方は対象外です。また、みなし適用を実施しても、結果として負担上

限月額等が変わらない場合があります。

・記載内容に虚偽があった場合、寡婦（夫）控除等のみなし適用を取り消され、当該申請に基づき適用された

自己負担額の減額分の一部又は全額の返還を求められる場合があります。
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様
式
第
十
一
号
そ
の
１
中

「
自
立
支
援
医
療
を
行
う
た

役
員
の
氏
名

生
年

、

（

）

を

人
備
考
３
参
照

め
の
入
院
設
備
の
定
員

月
日
及
び
住
所

」

「

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た

に

人
め
の
入
院
設
備
の
定
員

」

改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
３
を
削
り
、

い
ず
れ
か

の
い
ず
れ
か

同
様
式
そ
の
２
中

「

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設

（

）

別
紙
２

備
及
び
施
設
の
概
要

を

役
員
の
氏
名
生
年
月
日

、

（

）

備
考
２
参
照

及
び
住
所

」

「

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設

（

）

に

別
紙
２

備
及
び
施
設
の
概
要

」

改
め
、

備
考

「

１
育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
い
ず
れ
か
単
独
で
の
指
定
を
希
望
す
る
場
合
は

様
式
中

、
の

育
成
医
療
・
更
生
医
療

の
う
ち

指
定
を
希
望
し
な
い
医
療
部
分
を
二
重

「
（

）
」

、

を

線
で
消
去
し
て
く
だ
さ
い
。

２
役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

欄
は

知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
記
入

「

」

、
、

」

し
こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

備
考

育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
の
い
ず
れ
か
単
独
で
の
指
定
を
希
望
す
る
場
合
は

様
式

「

、

「
（

）
」

に

中
の

育
成
医
療
・
更
生
医
療

の
う
ち

指
定
を
希
望
し
な
い
医
療
部
分
を
二

、

」

重
線
で
消
去
し
て
く
だ
さ
い
。

改
め
、
同
様
式
そ
の
３
中

「

名
称

訪
問

看
護

―

〒
ス
テ

シ
ョ
ン
等

所
在

地
ー

を

（

―

―

）

電
話
番
号

（

）

事
業
所
の
名
称

（

）

職
員
の
定
数

別
紙

（

）

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

備
考
２
参
照

、

」

「

名
称

訪
問

看
護

―

〒

に

ス
テ

シ
ョ
ン
等

所
在

地
ー

（

―

―

）

電
話
番
号

（

）

事
業
所
の
名
称

（

）

職
員
の
定
数

別
紙

」

改
め
、

備
考

「

１
育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
い
ず
れ
か
単
独
で
の
指
定
を
希
望
す
る
場
合
は

様
式
中

、
の

育
成
医
療
・
更
生
医
療

の
う
ち

指
定
を
希
望
し
な
い
医
療
部
分
を
二
重

「
（

）
」

、

を

線
で
消
去
し
て
く
だ
さ
い
。

２
役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

欄
は

知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
記
入

「

」

、
、

」

し
こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

備
考

育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
の
い
ず
れ
か
単
独
で
の
指
定
を
希
望
す
る
場
合
は

様
式

「

、

「
（

）
」

に

中
の

育
成
医
療
・
更
生
医
療

の
う
ち

指
定
を
希
望
し
な
い
医
療
部
分
を
二

、

」

重
線
で
消
去
し
て
く
だ
さ
い
。

改
め
る
。

「

〒
－

様
式
第
十
二
号
そ
の
１
中

を

（

）

電
話
番
号

－
－

」

「

〒
－

に
、

（

）

電
話
番
号

－
－

（E
-
m
a
i
l

）

」

「

（

）

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

別
紙

を

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住

、

（

）

備
考
２
参
照

所

」

「

（

）

に

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

別
紙

」

改
め
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

標
榜
し
て
い
る
診
療
科
目

欄
は

標
榜
し
て
い
る
診
療
科
目
が
多
数
あ
る
医
療
機
関

「

」

、
に
つ
い
て
は

精
神
通
院
医
療
に
主
に
関
係
す
る
診
療
科
目
の
み
で
差
し
支
え
あ
り
ま
せ

、
ん
。
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様
式
第
十
二
号
そ
の
１
別
紙
中

「

を
」

「

に

※

」

医
師
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

「

〒
－

改
め
、
同
様
式
そ
の
２
中

を

（

）

電
話
番
号

－
－

」

「

〒
－

に
、

（

）

電
話
番
号

－
－

（E-
m
a
i
l

）

」

「

（

）

薬
剤
師
の
氏
名

経
歴

別
紙
１

を

役
員
の
氏
名
生
年
月
日
及

、

（

）

備
考
参
照

び
住
所

」

「

（

）

に
、

薬
剤
師
の
氏
名

経
歴

別
紙
１

」

「

を

備
考

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

欄
は

知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
記

「

」

、
、

」

入
し

こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

「

に
改

」

め
、
同
様
式
そ
の
２
別
紙
１
中

「

を
」

「

に

※

」

薬
剤
師
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

改
め
、
同
様
式
そ
の
３
中

「

名
称

医
療
機
関
コ

（

）

（

）

ド
ー

訪
問
看
護
ス
テ

シ
ー

―

ョ
ン
等

〒

を

所
在

地

（

―

―

）

電
話
番
号

（

）

職
員
の
定
数

別
紙

（

）

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

備
考
参
照

、

」

「

名
称

医
療
機
関
コ

（

）

（

）

ド
ー

―

訪
問
看
護
ス
テ

シ
〒

ー

に
、

所
在

地
ョ
ン
等

（

―

―

）

電
話
番
号

（E
-
m
ai
l

）

（

）

職
員
の
定
数

別
紙

」

「

を

備
考

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所

欄
は

知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
記

「

」

、
、

」

入
し

こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

「

に
改

」

め
る
。

様
式
第
十
三
号
そ
の
１
中

「

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た

役
員
の
氏
名

生
年
月
日

、

を

人
有
・
無

め
の
入
院
設
備
の
定
員

及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

」

「

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た

に

人
め
の
入
院
設
備
の
定
員

」

改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
２
中

「

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備

有
・
無

及
び
施
設
の
変
更
の
有
無

を

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及

、
有
・
無
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び
住
所
の
変
更
の
有
無

」

「
調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備

に

有
・
無

及
び
施
設
の
変
更
の
有
無

」

改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
３
中

「

名
称

訪
問
看
護
ス
テ

シ
ー

―

〒
所

在
地

（

―

―

）

ョ
ン
等

電
話
番
号

を

事
業
所
の
名
称

職
員
の
定
数
の

（

）

有
・
無

変
更
の
有
無

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所
の

、
有
・
無

変
更
の
有
無

」

「

名
称

訪
問
看
護
ス
テ

シ
ー

―
〒

所
在

地
（

―

―

）

に

ョ
ン
等

電
話
番
号

事
業
所
の
名
称

職
員
の
定
数
の

（

）

有
・
無

変
更
の
有
無

」

改
め
、
同
様
式
そ
の
３
備
考
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
３
備
考
３
を
削
る
。

定
員

定
数

「

〒
－

様
式
第
十
四
号
そ
の
１
中

を

（

）
電
話
番
号

－
－

」

「

〒
－

に
、

（

）

電
話
番
号

－
－

（E
-
m
a
i
l

）

」

「

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の

経
歴

を

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及

、
有
・
無

び
住
所
の
変
更
の
有
無

」

「

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の

に
、

経
歴

」

備
考

「

１
標
榜
し
て
い
る
診
療
科
目

欄
は

標
榜
し
て
い
る
診
療
科
目
が
多
数
あ
る
医
療

「

」

、
機
関
に
つ
い
て
は

精
神
通
院
医
療
に
主
に
関
係
す
る
診
療
科
目
の
み
で
差
し
支
え
あ

、
り
ま
せ
ん
。

を

２
役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

欄
は

直
近
の
指
定
の
申

「

」

、
、

請
変
更
届
出
を
含
む

か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は

知
事
が
別
に
定
め
る
様

（

）

。
、

」

式
に
記
入
し

こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

備
考

標
榜
し
て
い
る
診
療
科
目

欄
は

標
榜
し
て
い
る
診
療
科
目
が
多
数
あ
る
医
療

「

「

」

、

に

機
関
に
つ
い
て
は

精
神
通
院
医
療
に
主
に
関
係
す
る
診
療
科
目
の
み
で
差
し
支
え
あ

、

」

り
ま
せ
ん
。

「

〒
－

改
め
、
同
様
式
そ
の
２
中

を

（

）

電
話
番
号

－
－

」

「

〒
－

に
、

（

）

電
話
番
号

－
－

（E
-
m
a
il

）

」

「

薬
剤

師
の

氏
名

を

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及

、
有
・
無

び
住
所
の
変
更
の
有
無

」

「

に

薬
剤

師
の

氏
名

」

改
め
、
備
考
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
３
中

「

名
称

医
療
機
関
コ

（

）

（

）

ド
ー

訪
問
看
護
ス
テ

シ
ー

―

〒
ョ
ン
等

所
在

地
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（

―

―

）

電
話
番
号

を

職
員
の
定
数
の

有
・
無

変
更
の
有
無

役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所
の

、
有
・
無

変
更
の
有
無

」

「

名
称

医
療
機
関
コ

（

）

（

）

ド
ー

―

訪
問
看
護
ス
テ

シ
〒

ー

に
、

ョ
ン
等

所
在

地

（

―

―

）

電
話
番
号

（E
-
m
a
i
l

）

職
員
の
定
数
の

有
・
無

変
更
の
有
無

」

備
考

「

１
職
員
の
定
数
の
変
更
の
有
無

欄
は

直
近
の
指
定
の
申
請

変
更
届
出
を
含

「

」

（

、
む

か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
別
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

）

。
、

。

を

２
役
員
の
氏
名

生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

欄
は

直
近
の
指
定
の
申

「

」

、
、

請
変
更
届
出
を
含
む

か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
知
事
が
別
に
定
め
る
様

（

）

。
、

」

式
に
記
入
し
こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

備
考

職
員
の
定
数
の
変
更
の
有
無

欄
は

直
近
の
指
定
の
申
請

変
更
届
出
を
含

「

「

」

（

、

に

）

」

む
か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
別
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。
、

。

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第２７０号

平成３０年度及び平成３１年度において県が発注する物件の製造契約及び物件の購入契約並びにその他の契約の

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等の告示（平成３０年群馬県告示第８４号）の一部を次

のように改正する。

平成３０年９月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１の表中「一般労働者派遣、特定労働者派遣」を「労働者派遣」に改める。

附 則

この告示は、平成３０年９月３０日から施行する。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成３０年９月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年９月１２日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ｉｉｔｏｋｏ

３ 代表者の氏名 浅香千恵

４ 主たる事務所の所在地 高崎市吉井町本郷４５２番地２

５ 定款に記載された目的 この法人は、子どもや子どもを取り巻く大人に対して、孤立化防止及び子育て支援に

関する事業等を行い、地域の活性化と福祉の向上に寄与することを目的とする。

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知すべきところ又は通知をしたところ、次の者

の所在が不分明なため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を太田市役所に掲示したので、その要旨を次の

とおり公告する。

平成３０年９月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

太田市長手町１７４４の１７ 川崎政二

太田市長手町１７４４の９６ 津田美代子 共有林
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太田市長手町１７６０の５７ 中島都一郎

太田市吉沢町２５２２の１ 今井廣四郎 共有林

太田市吉沢町甲２５３４ 宮本道枝

太田市吉沢町２５５５の１から２５５５の３まで 青木三枝 共有林

太田市吉沢町２５６３ 小保方静央

太田市吉沢町２５８０の１から２５８０の４まで 鈴木吉五郎 共有林

太田市吉沢町２６３７から２６３９まで 生形俊

太田市吉沢町２６５６ 橋本忠

太田市吉沢町２６７３ 阿久戸七郎 共有林

同 阿久戸正二 同

太田市吉沢町２６７５ 板橋鍈次郎 共有林

同 小堀馬太郎 同

太田市吉沢町２６８１ 、２６８２ 阿久戸伊藤太 共有林

太田市吉沢町２６８１ 阿久戸新十郎 同

同 堀越戒三 同

同 堀越竹次郎 同

同 堀越源藏 同

太田市吉沢町２６８２ 富田收 共有林

同 阿久戸金次郎 同

同 阿久戸仙吉 同

同 浅倉馬太郎 同

太田市吉沢町２６８４ 江田勘太郎 共有林

太田市吉沢町５９５２ 青木倉太 共有林

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

め る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
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「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２７年８月７日群馬県告示第２５８号

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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